
懲戒処分の公表 

 

 下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 処分内容 

（１）所 属 部 局  美幌町立国民健康保険病院（当時経済部） 

（２）職 員 の 職  一般職員 

（３）年齢及び性別  ４０代 男性 

（４）処 分 年 月 日  令和８年５月１２日 

（５）処 分 の 内 容  懲戒処分 減給 １／１０ ２ヶ月 

（６）事 案 の 概 要  経済部商工観光課所管の委託料について、業者から請求書を受理 

            していたにもかかわらず、適正な事務処理を怠ったことにより、 

２者３件に対して支払遅延となり、遅延利息が発生した。 

また、３つの補助金について、同様に適正な事務処理を怠り補助 

金交付に遅れを生じさせ、補助対象者９１件に多大な影響を与え 

たことから、町に損害を与え、職務の信用を著しく傷つけること 

となった。 

          なお、未払金等については、早急に事実確認を行い、それ 

ぞれ相手方にお詫びの上、支払いを行ったところであり、 

また、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づ 

き、本来支払いすべき日から、実際に支払いした日までの 

期間の遅延利息を損害賠償として支払いしたところである。 

 

 

＜支払遅延額等＞ 

 ・季節労働者雇用対策事業委託料① 

   遅 延 金 額：１６２，９６０円  

   契約年月日：令和７年１２月１日 

   請求書受理日：令和８年３月５日 

   支 払 期 限：令和８年４月３日 

   支 払 日：令和８年４月７日 

 

・季節労働者雇用対策事業委託料② 

   遅 延 金 額：８４９，１４５円  

   契約年月日：令和７年１２月１日 



   請求書受理日：ア 令和８年１月９日（１２月作業分） ３３４，５６５円 

           イ 令和８年２月５日（１月作業分）   １５，２３５円 

          ウ 令和８年３月５日（２月作業分）  ４９９，３４５円 

支 払 期 限：ア 令和８年２月６日（１２月作業分） 

          イ 令和８年３月６日（１月作業分） 

           ウ 令和８年４月３日（２月作業分） 

   支 払 日：令和８年４月７日 

   遅延利息：１，５００円（最大６０日間） 

      

・季節労働者雇用対策事業委託料③ 

   遅 延 金 額：１，２５４，３４３円 

   契約年月日：令和７年１２月１日 

   請求書受理日：令和８年２月５日 

   支 払 期 限：令和８年３月６日 

   支 払 日：令和８年４月７日 

   遅 延 利 息：２，８００円（３２日間） 

 

＜補助金交付事務の遅れ等＞ 

・中小企業融資利子補給等補助金 

   補助対象者：８９件（延べ件数：１２８件） 

   利子補給額：３，３７２，０００円 

   保証料補給額：４，３３７，９４５円 

   合 計：７，７０９，９４５円 

   事務処理の流れ： 

① 毎月各金融機関から提出される償還表を基に利子及び保証料補給額を算定 

② 補助対象者に金額等を確認し、補助金交付申請書を作成 

③ 交付決定後、支払い手続きを実施 

   未 処 理 期 間：令和７年１０月分から令和８年２月分まで  

支 払 の 目 安：１０月分 令和７年１１月末 

１１月分 令和７年１２月末 

１２月分 令和８年１月末 

１月分 令和８年２月末 

２月分 令和８年３月末 

支 払 日：令和８年４月２８日 



 

   各月の内訳： 

【償還完了分・継続分】 

① １０月分：件数  ８件 

利子補給額 １０８，２００円、保証料補給額 ２７２，６３６円 

② １１月分：件数  ７件 

利子補給額  ８７，０００円、保証料補給額 ３１４，９４８円 

③ １２月分：件数１０４件 

利子補給額 ３，０４４，３００円、保証料補給額 ３，３５５，２４９円 

④  １月分：件数  ５件 

利子補給額  ６１，６００円、保証料補給額 １２１，６５０円 

⑤  ２月分：件数  ４件 

利子補給額  ７０，９００円、保証料補給額 ２７３，４６２円 

   ●  合 計：件数１２８件（延べ） 

     利子補給額 ３，３７２，０００円、保証料補給額 ４，３３７，９４５円 

 

・起業家支援事業補助金 

    補助対象者：１名 

    補 助 金 額：２，０００，０００円 

    事務処理の状況：令和７年１２月１９日に実績報告書が提出されて以降、対象者から 

数回にわたり補助金の交付時期についての確認及び催促がありまし 

たが、支払事務が実施されませんでした。 

    支払の目安：令和８年１月末（実績報告書受理後、通常の確認期間を考慮） 

    支 払 日：令和８年４月６日 

 

・店舗リフォーム促進事業補助金 

    補助対象者：１名 

    補 助 金 額：９００，０００円 

    事務処理の状況：令和８年２月４日に実績報告書が提出されて以降、対象者から数回 

にわたり補助金の交付時期についての確認及び催促がありましたが、 

支払事務が実施されませんでした。 

    支払の目安：令和８年２月末（実績報告書受理後、通常の確認期間を考慮） 

    支 払 日：令和８年４月６日 



２ 処分内容 

（１）所 属 部 局   美幌町役場福祉部（当時経済部） 

（２）職 員 の 職   管理職員（当時） 

（３）年齢及び性別   ６０代 男性 

（４）処 分 年 月 日   令和８年５月１２日 

（５）処 分 の 内 容   懲戒処分 戒告 

（６）事 案 の 概 要   上記１の事案において、事務の進行管理及び部下職員に対する 

適切な管理指導が不十分であり、町に損害を与え、職務の信用 

を著しく傷つけることとなった。 

 

３ 信頼の回復に向けて（お詫び） 

   本件は、適正な事務処理を怠った結果であり、通常どおりの事務処理、本来あるべき会

計処理がなされていれば支払遅延は発生しておりません。 

支払先の事業者及び町民の皆様に損害を与え、職務の信頼を著しく失墜させたことは

誠に遺憾であり、心より深くお詫びを申し上げます。 

今後におきましては、このような不祥事が二度と繰り返されることのないよう、全職員 

  が重く受け止め、適正な事務処理とチェック体制の強化を図り、再発防止と行政に対する

信頼の回復に努めてまいります。 


